
 

 
内部統制システムの基本方針に関する決議のお知らせ 

 
当社取締役会は、会社法及び会社法施行規則に基づいて、当社の業務の適正を確保するための

体制の整備に関する基本方針として、次のとおり決議いたしましたのでお知らせします。 

 

記 
１ 「取締役並びに使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制」 
 

(1) 当社は、すでにコンプライアンス規程を定めており、上記規程の内容について代表取締役、
並びに各取締役が使用人への周知を図り、法令遵守をあらゆる企業活動の前提とすること

を徹底する。タイムリーディスクロージャーについては、これを所管する総務部において

ジャスダック証券取引所の基準に従って適正に開示されているかどうかをチェックする

ため、内部監査室を設置し監視するものとする。 
(2) 財務報告の適正性を確保するため、代表取締役及び取締役は全使用人に対し、適正な財務
諸表の作成がきわめて重要性を有するものであることをあらゆる機会に認識させるよう

努めるものとする。また、当社は、財務諸表作成のプロセスにおいて、虚偽記載並びに誤

謬等が生じないよう社内通報規程に則り各部及び各支店内に所属する使用人が相互に牽

制するシステムを構築するものとする。 
 
２ 「取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制」 
 

当社は文書管理規程を定め、取締役の職務の執行に係る情報を文書又は電磁的記録（以下「文

書等」という。）に保存する。取締役及び監査役は、上記文書管理規程により、常時これら文書

等を閲覧できるものとする。 
 
 

３ 「損失の危険の管理に関する規程その他の体制」 
 

当社はリスク管理規程を定め、同規程第 3 章にある当社のリスク管理基本方針を確認し、リ
スク状況の監視並びに全社的対応は総務部が主管部署として所管し、各部及び各支店の所管業

務に付随するリスク管理は、各部及び各支店が行うものとする。当社は、社内研修規程を定め、

リスク管理、コンプライアンス、及び個人情報保護等に関する取締役・使用人に対する研修を

義務付けるものとする。 
 
４ 「取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制」 
 

当社は、すでに取締役の中から業務執行取締役を選定し、執行役員規程を定めており、さら

に業務分掌・職務権限規程並びに上記規程付属の会社組織図を改定し、取締役の職務の執行が

適正且つ効率的に行われる体制をとっている。当社は、会議一覧を作成し、その中に経営の効

率性確保のための重要なシステムとして経営会議を位置付けるものとする。また、経営会議に

おいては、監査役の出席を確保するものとする。 
 

 
５ 「当社並びに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制」 
 

当社の子会社は次のとおりである。 
・ 株式会社ヒューネット・ディスプレイテクノロジー 
・ ＨＰマネジメント株式会社 
・ 株式会社ドコー 
・ 株式会社ヒューネット不動産投資顧問 



 
(1)当社及び子会社の各取締役会は、各社の業務の適正を確保する内部統制の確立と運用の権
限・責任を保有する。 

(2)当社及び子会社は、各社内における内部統制の構築を目指し、当社に企業グループ全体の
内部統制に関する担当部署を総務部内に設ける。当社の内部監査室は、当社の業務の適正

の確保をチェックする。当社の関連事業部は、子会社管理規程に基づき、内部統制に関す

る子会社との間の情報の共有化、並びに子会社に対する指導・管理等が効率的に行われる

システムを含む体制を構築するように努めるものとする。 
(3)内部監査室並びに関連事業部は、その結果を総務部内にある企業グループ全体における内
部統制に関する担当部署に報告する。上記担当部署は、当社代表取締役、並びに子会社社

長に当該内容を報告し、必要に応じて企業グループ全体における業務の適正性確保のため

の改善策を提案し、これを実施するものとする。 
 
６ 「監査役会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関

する事項、並びに当該使用人の取締役からの独立性に関する事項」 
 

当社において、監査役会の職務を補助すべき使用人は設置しない。当社において監査役会

の職務を補助すべき使用人は設置しないことから、独立性に関する事項の定めは存在しな

い。 
 

７ 「取締役及び使用人が監査役会に報告するための体制その他の監査役会への報告に関する体

制、並びに監査役会の監査が実効的に行われることを確保するための体制」 
 

(1)取締役及び使用人は、監査役会に対して、取締役会規程、社内通報規程、リスク管理規程、
及びコンプライアンス規程等に基づいて、当社及び子会社に重大な影響を及ぼす事項、内

部監査の実施状況に関する事項、及び社内通報状況に関する事項等の内容を速やかに報告

する。 
(2)当社は、監査役会による業務執行取締役、並びに執行役員その他使用人から、随時個別に
ヒアリングする機会を積極的に設け、さらに代表取締役、及び監査法人との間において定

期的に意見交換する機会を設けるものとする。監査役会の業務遂行に非協力の場合の懲戒

については、就業規則・役員就業規則の条項を適宜適用するものとする。 
  (3)当社監査役会は、内部監査室を通じて、当社の業務の適正性確保のため必要な措置を講じ

ることができるものとする。当社内部監査室は、監査役会に対して、業務の適正に関する

情報を定期的に提供するものとする。 
 
 

以上 
 


